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  １．開  会 

○松田会長 まだお見えになっていない方がいらっしゃいますが、定刻となりましたので、

ただいまより、第１０次札幌市環境審議会第８回会議を開催いたします。 

 まずは、事務局より、委員の出席状況の報告と配付資料の確認をお願いいたします。 

○事務局（金綱環境計画課長） おはようございます。 

 環境計画課長の金綱でございます。 

 本日は、足元の悪い中、また、朝早くからお集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。 

 私から、まず、委員の出席状況についてご報告いたします。 

 本日は、岸委員、永田委員、眞鍋委員、余湖委員の４名から欠席のご連絡をいただいて

おります。まだ、半澤（實）委員がお見えになっておりませんけれども、本日の出席委員

は１６名ということで、総委員数２０名の過半数に達しておりますので、札幌市環境審議

会規則第４条第３項によりまして、この会議が成立していることをまずご報告いたします。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

 上から、委員名簿と座席表となっております。次に、右肩に資料番号を振ってございま

すが、資料１は第２次札幌市環境基本計画案でございます。資料２は、Ａ３判カラー刷り

の概要版の案となってございます。資料３は、第２次札幌市環境基本計画の策定に向けた

経過と今後の予定というものです。そのほかに、大﨑委員から、ＥＳＤ活動支援センター

のリーフレットと、持続可能社会と教育の力というカラーのチラシを資料として提供いた

だいております。 

 事務局からは以上でございます。 

○松田会長 ありがとうございました。 

 

  ２．議  事 

○松田会長 それでは、次第に従いまして議事を進めてまいります。 

 本日の議題は、第２次札幌市環境基本計画案についてです。 

 事務局には、８月３日に本審議会から最終答申を手交して以来、各種会議の開催などに

よって、庁内調整及び計画案の修正を行っていただきました。修正の途中経過については、

９月下旬の時点において、計画案で各委員に情報提供をいただいておりましたが、本日は、

１２月から始まりますパブリックコメントの実施へ向けての市の意思決定にかかわる会議

を経て確定した成案をご報告していただきたいと思います。 

 各委員におきましては、２年間、この計画とお付き合いいただきまして、さまざま思う

ところがあるかと思いますので、この報告が終わりました後、感想や振り返りなど、一人

一人にお話をお伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 環境局環境計画課の佐竹です。本日はよろしくお願いい
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たします。 

 私からは、資料１、２、３を全てまとめて報告させていただき、その後、ご意見等をい

ただければと思います。 

 資料の順番が変わってしまいますが、まず、資料３の第２次札幌市環境基本計画の策定

に向けた経過と今後の予定という表をご覧いただきたいと思います。振り返りも含めてご

説明いたします。 

 昨年の２月から、札幌市環境審議会におきまして、この計画について議論をいただきま

して、十数回の議論を行っていただいた後、７月５日に第７回会議を開催させていただき、

最終答申のご意見をいただいた後、８月３日に最終答申をいただきまして、その後、札幌

市の庁内の会議ということで計画案の検討を行ってまいりました。 

 一旦、９月２０日に札幌市議会に報告した時点での計画案につきましては、メール等で

送付させていただいたところです。 

 今回、札幌市庁内会議の中で計画案を検討しまして、最終案ということで現在取りまと

めを行いまして、１２月の中旬ごろからパブリックコメントを行うということで、今、準

備を行っております。それに向けて、今回、計画案の報告ということで開催させていただ

いております。 

 パブリックコメントのほか、１２月の欄をご覧いただきたいと思うのですが、１２月３

日に、市民ワークショップの第３回目を予定しております。こちらの中では、環境基本計

画のご説明、もしくは、この計画にのっとって、市民の皆様方が環境保全行動にどう取り

組んでいくべきかということでワークショップを行いたいと思っております。 

 こちらのワークショップにつきましては、住民基本台帳から無作為抽出した４，０００

名の市民の方々に案内をお送りしまして、現在、８３名の方に参加の了承をいただいてい

るところでございます。 

 そのほか、こちらの資料には書いておりませんが、１２月９日に、宮本委員、大﨑委員

などにもご協力をいただきまして、実践者向けのワークショップも別途予定しております。 

 こちらのワークショップやパブリックコメントを経まして、来年の１月ごろに、その集

計、取りまとめを行い、２月から３月にかけて策定ができればというスケジュールで現在

動いているところです。 

 資料の計画案のご説明ですが、資料１が計画案、資料２が概要版となっておりますが、

計画案本体でご説明させていただきます。 

 まず、資料１をご覧ください。 

 最終答申をいただきまして、その後、市の庁内会議もしくは札幌市議会において報告、

意見などをいただきまして、現在の形になっているものでございます。最終答申の段階か

ら大きく変わったところは、まず、表紙をご覧いただきまして、第２次札幌市環境基本計

画と書いてある上に、次世代につなぐ環境首都さっぽろビジョンということで、別途、副

題がついております。 
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 今回の計画につきましては、将来的な目標、施策の方向を示すものということでご審議

いただきましたとおり、その方向を示すということで、タイトルにビジョンという文言を

つけております。 

 また、デザインも、審議をいただいた中では、デザインのところは配慮せず、内容を特

に重視していたところですけれども、今回、実際の印刷をする計画に合わせた形でデザイ

ンも変更しております。 

 １ページをご覧ください、 

 まず、第１章、第２次札幌市環境基本計画の位置づけ・計画期間です。 

 こちらは、最終答申をいただいた段階からほぼ変わりはございません。計画期間につき

ましては、来年度の２０１８年度から２０３０年までとなっております。 

 ３ページ目をご覧ください。 

 計画案の全体像ですが、こちらも章立てはほぼ変わっておりません。第１章に位置づけ

と計画期間、第２章に環境問題の変遷と状況、第３章に札幌が目指す将来像ということで、

こちらは、この審議会で多々ご意見をいただきました、「次世代の子どもたちが笑顔で暮

らせる持続可能な都市『環境首都・ＳＡＰＰ‿ＲＯ』」というこの将来像は変わらず引き継

いでいきたいと思っております。 

 また、第４章では、こちらもさまざまにご審議いただきましたが、将来像を実現するた

めの５つの柱の柱立ては変わらず、健康で安全な環境の中で生活できる都市の実現、そし

て、積雪寒冷地に適した低炭素社会の実現、資源を持続可能に活用する循環型社会の実現、

都市と自然が調和した自然共生社会の実現、そして、環境施策の横断的、総合的な取組の

推進という五つの柱をそのまま案として残しております。 

 最後に、「環境首都・ＳＡＰＰ‿ＲＯ」の推進体制ということで、進捗管理についての記

載があります。 

 この構成のまま、２０３０年に向けて計画を進めていきたいと考えております。 

 ４ページ以降が第２章は、「てにをは」などは確認しておりますが、最終答申からほぼ

修正がなく、変わらず進めております。 

 １２ページをご覧ください。 

 こちらでは、２０５０年に向けた札幌の環境の将来像ということでご審議いただきまし

た、「次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市『環境首都・ＳＡＰＰ‿ＲＯ』」

と大きく書かせていただきまして、その後に三つの丸が書かれており、「環境首都・ＳＡ

ＰＰ‿ＲＯ」を具体的に説明する項目がありますが、こちらは最終答申のまま生かしている

状態になっております。 

 その後、札幌市内部もしくは市議会のほうで議論を行った中で一つ加わった部分ですが、

２０５０年、平成６２年に目指すべき目標と生活のイメージが新たに最終答申から変わっ

ている部分となっております。 

 将来像はあるのですが、具体的にどんな姿になるのかということで、この計画を読んだ



- 4 - 

 

市民の皆様方と共通のイメージを持つため、できるだけ数値で表したほうがいいのではな

いかというような内部意見などもございまして、温暖化エネルギーの分野、資源循環の分

野に関しまして、こちらのイメージを新たに出しております。 

 温暖化エネルギーにつきましては、札幌市内から排出されているＣＯ２などの温室効果

ガスが現状より８０％削減されている、また、札幌市内で消費されているエネルギーの８

０％以上が再生可能エネルギーになっている、具体的な姿としては、電気自動車や燃料電

池自動車等の次世代自動車が普及し、住宅や建築物の分野でも高断熱化・高気密化が普及

し、ほぼ道内で生み出される再生可能エネルギーで必要なエネルギーが賄われた生活が実

現できているという姿を描いております。 

 こちらは、札幌市温暖化対策推進計画でも２０５０年に向けて８割削減をうたっており

ますので、それに合わせて記載しているところでございます。 

 また、資源循環につきましては、化石燃料や鉱物など有限な天然資源の消費が大幅に抑

制されているという姿を描いております。 

 こちらも、新たな天然資源の使用が抑制されるとともに、製品サービスの生産から廃棄

に至るまでの資源循環の仕組みが構築され、天然資源が持続可能な形で利活用されている

という姿を描いております。 

 こちらは、札幌市内でどのくらいの天然資源が消費されているかというところの把握が

難しいということもあり、数値目標は置いていないのですが、資源の有効活用という観点

から、大幅な消費の抑制ということを描いているところでございます。 

 その下に、エコロジカル・フットプリントということで、人間の地球に対する依存度を

示す指標を参考までに記載しております。 

 現在、２０１２年の時点で、世界全体で人間が１年間に消費した自然資源が地球１．６

個分に相当しているということで、世界中の人たちが日本人と同じ暮らしをした場合、１

年間に必要とされる資源の量が地球２．９個分となるということで、この資源の抑制を進

めていかなければいけないということをここでもうたっております。 

 その右側のページの環境施策の推進による経済・社会・生活への波及、また、ＳＤＧｓ

の視点や本計画における各主体のかかわりにつきましては、最終答申のまま生かしている

ところでございます。 

 次に、第４章に行きまして、将来像を実現するための５つの柱というところです。 

 この柱立てにつきましては変わらずということで進めております。 

 １８ページをご覧いただきたいと思います。 

 健康で安全な環境の中で生活できる都市の実現ということで、一つ目の柱から順に五つ

並んでおりますが、（１）現状と課題とありまして、その後、すぐに国内の動きという項

目がございます。 

 最終答申の段階では、五つの柱につきまして、国内の動き、札幌における現状と課題が

書かれているものと書かれていないものがございました。ここの部分を合わせるという観
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点から、一つ目から四つ目までの柱につきましては、国内の動きをまず記載して、その後

に札幌における現状と課題という書き方で整理しております。 

 五つ目の環境施策の横断的分野については、国内の動きがなかなか書きづらいというと

ころもございましたので、四つ目まで同じような書き方にそろえております。 

 めくっていただきまして、２０ページをご覧ください。 

 ２０ページの（２）将来像の実現に向けた２０３０年の姿（長期的な目標）と管理指標

です。 

 こちらは、最終答申の段階では２０３０年の姿を定性的な形で記載していましたが、ど

ういった目標を目指すのかということを少し明確にしたいという意図から、管理指標とい

うものを設定しております。さらには、この管理指標を設定する上で関連するＳＤＧｓの

ターゲットを引用し、２０３０年までに世界が目指す目標に合わせて、札幌市としてもど

の程度頑張っていくのかという観点から、この管理指標を記載しております。 

 この項目の管理指標としましては、大気環境、騒音、河川等公共用水域における環境基

準を１００％達成するという目標、指標を立てております。 

 その下に括弧書きで現状についても記載しており、２０１５年度につきましては、騒音

や水質の健康項目において一部未達成のところもございますが、それを１００％達成する

という目標を掲げております。 

 その下に、関連するＳＤＧｓの考え方もございますが、例えば、ターゲット６．３で、

２０３０年までに汚染の減少、投棄の廃絶、有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理

の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大幅に増加させることによ

り水質を改善するという考え方も参考に載せております。 

 その後、施策の方向を書かせていただきまして、２１ページの（４）ですが、健康で安

全な環境の実現に向けて私たちができることということで、どういったことを行っていく

のかということを記載した後に、市民の皆様、私たち、自分たちができることについて、

環境首都宣言の中の「地球を守るためのプロジェクト・札幌行動～市民行動編（さっぽろ

エコ市民２６の誓い）」を本書の４６ページに掲載しております。 

 こちらは、平成２０年に宣言を行いました環境首都・札幌宣言の中に記載しております

さっぽろエコ市民２６の誓いを継承したものです。それ以外に、さっぽろエコ子ども１４

の誓いというものも、その下に新たに足しているところではございますが、この上のエコ

市民２６の誓いから、この関連する分野につきまして、どういったことを行っていけばよ

いのかということを掲載しております。 

 さらには、ここの部分は、案の段階ではコラムという形で掲載していたのですけれども、

コラムですと重要性がなかなか伝わらないのではないかという内部意見もございまして、

今回は（４）の形で本書の中に掲載する位置づけとなっております。 

 他の柱も同様のつくりになっております。 

 例えば、２６ページをご覧ください。 
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 こちらでは、二つ目の柱の低炭素社会の実現の中で、同じように将来像の実現に向けた

２０３０年の姿と、管理指標として、札幌市内から排出される温室効果ガス排出量を１９

９０年比で２５％削減し、札幌市内の電力消費量のうち、再生可能エネルギー消費量を３

０％にするという管理指標を設定しております。 

 こちらは、札幌市温暖化対策推進計画並びにエネルギービジョンとあわせて、この目標

値、管理指標を掲げております。 

 こちらも現状を記載しておりまして、温室効果ガス排出量については、２０１５年は１

９９０年比で３４％増加、電力消費量のうちの再生可能エネルギー消費量につきましては、

現在８％ということで、高い目標となっておりますが、それに向けて取り組んでいくこと

としております。 

 また、次の２８ページをご覧ください。 

 こちらも最終答申から新たに加わった部分になりますが、コラムの中で、気候変動によ

る影響についてという項目を記載しました。 

 温室効果ガスを削減していくという観点の中で、現在、既に影響があらわれ始めている

という気候変動の影響について記載することで、これを呼んだ市民の皆様方に、温室効果

ガス削減に向けて取り組んでいかなくてはいけないということに気づかせるといいますか、

意識していただくという観点で、このコラムを追加しております。 

 また、その次の３番目ですが、資源を持続可能にする循環型社会の実現につきましては、

現状と課題では、国内の動きを記載した上で、その次の３１ページでは、世界的な資源消

費の課題と北海道における札幌の役割ということで、この審議会でもご意見をいただいた

内容を記載しております。 

 こちらにつきましては、石井委員にご協力いただきまして、このコラムを記載しており

ます。 

 ３２ページでございます。 

 こちらも、循環型社会の実現の中で長期的な目標、管理指標を設定しております。こち

らについては、市内で排出されるごみの量を大幅に削減し、資源の消費抑制を図るという

管理指標を掲げております。 

 こちらにつきましては、現在、一般廃棄物処理基本計画の策定を別の部隊が進めている

ところですが、後段にある資源の消費抑制を図るという観点から、市内で排出される一般

廃棄物、産廃を含めて、ごみの量の管理の目標立てをすることが難しかったものですから、

少し定性的な表現になっておりますけれども、排出されるごみの量の削減を管理指標とし

て掲げております。 

 こちらは、現状を把握し切れていないということもあるので、現状については記載して

おりませんが、進行管理を行う中で、どういった観点で見ていけばいいのかということを

考えていきたいと思っております。 

 その次に、四つ目の柱です。 
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 自然共生社会の実現につきましては、３９ページをご覧ください。 

 自然共生社会の実現につきましては、２０３０年の姿と管理指標につきましては、生物

多様性に対する市民の理解度を８０％にという目標を掲げております。 

 現状としましては、２０１５年は３３．７％でございまして、生物多様性さっぽろビジ

ョンの中でも理解度というものを項目に掲げていることを踏まえまして、この管理指標を

設定しております。 

 最後の柱ですが、４１ページをご覧ください、 

 環境施策の横断的・総合的な取組の推進の中では、将来像の実現に向けた２０３０年の

姿と管理指標につきまして、多くの市民が本計画で目指す持続可能な都市の実現について

理解し、自ら行動しているというもの、また、北海道内の資源やエネルギーの地産地消を

促進するため、札幌市と道内自治体を始め、さまざまな主体による連携が普及していると

いう姿を管理指標として描いております。 

 こちらも、少し定性的な話になりますが、進行管理の中でこれを管理しながら進めてい

きたいと考えております。 

 そのほか、推進体制等につきましては、基本的には最終答申をいただいた段階とあまり

変わっておりません。 

 最後に、４９ページをご覧ください。 

 こちらに、ＳＤＧｓと５本の柱との関連ということで表を記載しております。 

 こちらにつきましても、最終答申でいただいたものとほぼ変わりはございませんが、改

めてＳＤＧｓの１７のゴール、１６９のターゲットとこの計画をきちんと合わせた形でこ

の表を作っております。 

 最後に資料編ですが、こちらは、今回の審議会も含めまして、議論の経過や条例につい

ての記載、また、先ほどのＳＤＧｓと１６９のターゲットの対応などにつきまして記載し

ております。 

 大まかな計画の変更点というものは以上となります。 

 あと、資料２に、概要版ということで、今ご説明させていただいた内容を３枚物でつけ

ております。 

 この概要版につきましては、パブリックコメントなどで使わせていただくという位置づ

けになっておりまして、実際の計画の策定となりましたら、この概要版とはまた別に、も

う少しわかりやすい形で、この計画のパンフレット的な概要物を作成していきたいと考え

ております。 

 私の方からは以上です。 

○松田会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、事務局より計画案について説明がありましたが、庁内会議を経て、構成、表

現、見せ方などについては、市民により理解いただけるように、非常に分かりやすくなっ

たと思います。 
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 私たちは、昨年の２月に札幌市より諮問を受けて、それ以降、計画改定にあたっての考

え方、盛り込むべき分野の検討、部会における各分野の議論、将来像の検討など、多岐に

わたる分野を含む環境の総合計画を策定するため、審議会委員を初め、多くの方々の多大

なる協力が必要であり、多くの時間がかかってまいりましたけれども、改めて、非常に大

変な仕事をやってきたものだと感じております。これまで、本当にありがとうございまし

た。皆さんのご協力のおかげと思っております。 

 それでは、第１０次審議会としては本日の会議が最後となりますので、各委員、一人一

人にお話を伺っていきたいと思います。今後の計画の普及、取組、推進などについてもご

意見などがございましたら、あわせてお願いしたいと思います。 

 それでは、石井委員から順で回りたいと思いますので、お願いします。 

○石井委員 北海道大学の石井です。 

 このたびは、２０年に一度の環境基本計画のフルチェンジということで、このような場

に参画できて、また、微力ながら貢献で来て本当にうれしく思っております。また、事務

局の皆さんは、本当にご苦労さまでした。 

 とはいいながら、３点ほどの意見があります。 

 これまでは、何となく物事をやっていく延長線上にその物が見えているといいますか、

１本線で書いていくと何となく計画というものが達成できそうな、手に届くようなものを

作ってきたきらいがありますけれども、今回の計画は、ＣＯ２の将来像に向けた考え方と

いうことで、カーブがありました。要するに、加速度的に物事を進めていかないとマイナ

ス２５％あるいはマイナス８０％の世界まで届かないということです。我々は不連続なイ

ノベーションと呼んでいますが、今とは全く違ったチェンジをしないとなかなか実現でき

ないということを改めて認識する必要があるという気がしました。 

 そのためには、いくら役所だけが頑張っても無理だろうということで、特に、事業者で

すね。市民、市民とよく言うのですけれども、事業者をいかに巻き込んでいくかがこれか

らは大事かと思います。 

 それから、同じ事業者とは少し感覚が違うかもしれませんが、道庁との連携、それから、

札幌圏といいますか、石狩圏といいますか、周辺の市町村と連携して、この取組を広めて

いっていただければと思います。 

 ありがとうございました。 

○石塚委員 お疲れさまでした。 

 今回の基本計画をざっくりと見ましたら、うまく時代に合わせた表現になっていて、膨

大な意見をうまくまとめられたということでは、市の職員の皆さんの熱意とここにいらっ

しゃる委員の皆さんによって作られたと思っております。 

 今、タイミングよく、「不都合な真実」の２が上映されていますので、この基本計画を

うまくＰＲといいますか、表に出すタイミングだと思いますので、そこは上手に使ったほ

うがいいかと思います。これを表すのは、できたばかりの今しかないと思うのです。 
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 それから、お願いが一つあるのですが、大変すばらしい目標と目指す姿ができましたの

で、やはり、これを実現しなければいけません。そして、実現するときに、先日もあるフ

ォーラムで、循環型社会を目指すときには、その循環の輪が小さいほうがいいという話を

したら、それを札幌市も目指しているという回答がありました。その時に、入札制度がと

ても大きなハードルになっていまして、目指すけれど、入札というルールで、札幌市内で

集められた資源が海外に輸出されているわけです。国内で循環できるものをわざわざ海外

まで持っていかなければいけないというところに、入札という制度が循環型社会の空洞化

を生んでいるということがありますので、できれば、物によって入札制度を柔軟に庁内で

改革していただく、そういった取組もどこかでしていただきたいということをお願いさせ

ていただきます。 

 本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。 

○大﨑委員 このような場に公募委員として参画させていただきまして、大変ありがとう

ございました。 

 私からは、いつもＳＤＧｓという４文字を念仏のように唱えていたと思うのですけれど

も、このことについて振り返らせていただきたいと思います。 

 というのは、札幌市の計画にＳＤＧｓを入れる動きは、本当に全国的にも注目されてき

ています。少し２年間の振り返りをすると、まずは、ＮＧＯ向けのＳＤＧｓ導入ガイドブ

ックというところに、札幌市の計画作りでＳＤＧｓをどう入れるのか、それが市民とどう

協働しているのかといコラムの執筆をお願いされたり、愛媛県とか岡山市の方などでも札

幌市の計画作りについて情報共有させていただきたいという依頼をいただいているはずで

す。 

 この間も、東京の方で、超党派ＮＰＯ議員連盟とＳＤＧｓ市民社会ネットワークという

ところが主催で議員向けのＳＤＧｓ勉強会をやっていたのですが、それを東京だけではな

くて地方でやりましょうという時に、真っ先に札幌市でぜひやりたいという動きがあり、

先日の１１月２０日に札幌市で議員向けの勉強会、また、ＮＰＯ、ＮＧＯ向けのＳＤＧｓ

勉強会が開催されました。 

 それから、国内だけではなくて、世界にも向けて、今年の７月にハイレベル政治フォー

ラムという国連の加盟国がＳＤＧｓの進捗状況を報告する会があります。４年に一度、１

カ国が発表するのですけれども、今年は日本がその出番でした。その中で、日本でＳＤＧ

ｓの進捗報告書があるのですが、札幌市でも、環境省とかいろいろなところと連携してフ

ォーラムをして、市民へＳＤＧｓの周知を図っていますということが英語で書かれていた

りしています。 

 それから、世界のいろいろな方が集まる政治フォーラムで市長のメッセージムービーが

公開されたり、今までは観光とか環境とかまちづくりとかで注目されていた札幌市が、今

度はＳＤＧｓという違った角度ですごく注目されてきていますし、今後も注目されていく

だろうという動きになっていると思います。 
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 そういう意味では、今後、札幌市の環境審議会の中でこの進捗を図っていくというもの

があると思うのですけれども、そういう札幌市の動きを審議会の中でもっと活性化してい

くためにも、審議会委員の中にＳＤＧｓを全国的に見られるような方、一緒に進捗を評価

していけるような方も入るべきではないかと思っております。すごくいい動きをされてい

ると思います。 

 それから、もう一つ、お願いがあります。 

 この資料１の中に、ＳＤＧｓのロゴがたくさん書いてあるのですけれども、全部が緑に

なっているので、そこだけカラーにできないかと思いました。 

 これを見たときに、ＳＤＧｓは緑色なのだと思ってしまう方がいないようなつくりにな

るといいなというお願いです。 

 委員の皆様、本当にありがとうございました。 

○大沼委員 大沼です。 

 全体の総括の前に、細かい点を一つ申し上げます。 

 説明いただいた中で、若干変わったところがあります。１２ページのご説明で、２０５

０年に目指すべき目標の生活イメージということで、今、８０％以上が再生可能エネルギ

ーになっています。これを書いたのは非常にいいことだと思うのですが、その下に矢印が

あって、「電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車が普及し」と書かれています。 

 これは、深読みするとよくよく読むと、公共交通は二の次か、自動車ファーストかとい

う力学が働いたのかという疑念が湧かなくてもないということが懸念されます。 

 同じことが、２１ページ、（４）健康で安全な環境生活出現に向けて、私たちができる

ことで、最後の方に、「以下のような具体的な行動が示されています」というポツの箇条

書きでいくつか並んでいる中の四つ目に、「徒歩や自転車の積極的な利用により自動車の

使用をできるだけ控えます」とありますが、公共交通のことが書かれていません。 

 実は、４６ページにあるエコ市民２６の誓いの５章の⑱に、「公共交通を支えていくと

いう意識を持ち、積極的に利用することで」とあるのですが、これが書かれていません。 

 これも、公共交通が後手に回っていいのだということを書いてはいないですが、そうに

おわせるような微妙な臭さが感じられるので、自動車ファーストで本当にそれが２０５０

年を目指す社会なのかということをもう一度考えていただきたいと思います。 

○事務局（佐竹調査担当係長） すみません。２１ページの（４）の五つ目のポツがそれ

に当たります。 

○大沼委員 ２１ページですね。これは私の誤解でした。大変失礼いたしました。 

 それでは、１２ページだけを……。 

 これについては、お答えは求めないということですね。わかりました。 

 では、全体のまとめを述べさせていただきます。 

 私自身、たくさん勉強させていただきました。手前みそではありますが、いい計画作り

に少しでも自分も加われたという点は誇りに思っております。 
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 私自身は、社会心理学が専門で、その観点から何がすごくよかったかということを一つ

述べさせていただきます。 

 こういう環境に限りません。公共政策を作る時に、いかに市民を分断しないかというこ

とがあります。どうしてもいろいろな価値や意見がある中で、一歩間違えると、それが政

治の分断と市民の分断に繋がりかねないということで、環境も最近は世界的に言うと非常

にきな臭いことが起こっています。もっとはっきり言いますと、アメリカでは、ヨーロッ

パもそうですが、政党支持と環境をどのぐらい頑張るべきかということが非常にはっきり

関連してしまっています。 

 一般に、俗に言うと、右寄りとか保守よりは環境はどうでもいい、左寄りとか、革新的

な人たちは環境を重視すべきみたいな関係が各種の世論調査から最近は関連が強くなって

いるという結果が出てきています。アメリカだけではなく、イギリスとかオランダでも出

てきています。 

 ただし、北欧はその関連はあまりありません。それは何を意味するかというと、政治的

な立場にかかわらず、みんな環境は大事だよねという方向にある程度うまく作れていると

いう解釈ができるということです。 

 私自身、環境というのは、政党とかイデオロギーに関係なく、誰もが目指すべき、より

上位のゴールに置くべきだという立場だと考えています。 

 その意味では、この審議会でも、非常にいろいろな意見も、時々ぶつかり合うような意

見も出ながら、いろいろな難しい調整をしながら、うまくバランスが取れたもの、それで

いながら、単に今までの延長ではなく、目指すゴールですね。多少抽象的な部分がなきに

しもあらずですが、これから社会全体として変えていくのだと、社会全体としてというの

は札幌市ですが、札幌市以外も、石井委員が言われたように、道庁だったり、市民だった

り、事業者だったりが同じ方向を向いていくのだ、それがいけるのだということをきちん

とうたっているという点では、ある程度うまく作り込めたと個人的には感じています。 

 ただし、懸念が全くないわけではなく、このことを市民や事業者がどのぐらい知ってい

るのか。パブリックコメントはこれからということですが、市民意見交換会が１２月３日

に開催ということですが、過去２回を振り返ってみても、参加してくださった方は非常に

熱心にご議論いただいたと思っていますが、札幌市に１９０万人ぐらいいる中で、そのど

れぐらいにこれが伝わったのか、浸透したのか、これが浸透しなければ絵に描いた餅で終

わってしまうので、私自身も含めて、これができたら終わりではなくて、できたら始まり

だという気持ちを持ってやっていきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○栗田委員 栗田です。 

 環境保全協議会からの代表ということで参加させていただきました。 

 保全協議会は、地域での活動ということで、リアルに市民の方と関わったり意見が耳に

入る中で、こちらの協議会は私にとってはとても難しいという感覚を持って、勉強させて
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もらいながら参加しておりました。 

 保全協議会のほうでは家庭部門ですとか、事業部門、運輸部門などで、商店街とか事業

者、次世代モビリティーの展示などの活動もしてきたわけですが、これから、基本計画を

もとに、地域の方々がこれに関連するような動きを活発にしていっていただくということ

が必要かと思っております。 

 その中で、今までとは大きな意識転換が必要になってきた時に、一つ壁になるのは、条

例や法律などが関わってきて、なかなか思うように動けないという場面に直面すると思い

ます。 

 この部分では、私からのお願いですけれども、市として、そこが改正になるとか、少し

緩和するとか、特区になるとか、そういう力を発揮していただけると、市民の活動も進む

のではないかと感じた次第です。 

 今回は参加させていただきまして、どうもありがとうございます。 

○田部委員 田部です。 

 エネルギーが専門ということで、この審議会に参加させていただきました。 

 皆さんがおっしゃるとおり、非常によいものができたと感じております。特に、時間的

なイメージが随所に書かれています。ほかのいろいろな計画でも、その辺が目標の時はあ

るのですが、実際に施策を出す時になくなっていくというというのがよくあるパターンで

すけれども、その辺が非常にしっかりしていると思います。 

 そういう意味では、石井委員もおっしゃっていましたが、１７ページのコラムのところ

です。２０３０年は、決して高い目標ではなくて、２０５０年を達成するための途中で、

そこで加速している間にここは自然に通る場所です。２０３０年は、すばらしい計画がで

きましたので、今、大沼委員がおっしゃっていたとおり、これが始まりで、２０３０年が

２０５０年に向けて繋がっていくような内容はまだ目に見えていないと思うのです。 

 その辺について、この計画を着実に実施しながら、次に向かってまた進んでいただきた

い、私自身も進んでいきたいと感じます。 

 今日のざっとした概要を聞いて、細かい二つだけコメントしたいのですが、１５ページ

目の図１４です。これは前からあった図ですが、①から⑤の配置にどういう意味があるの

でしょうか。 

 ①はなぜこの下に来て、白色で囲っているものと囲っていないものの区別はどういうこ

となのかがわかりませんでした。 

 それから、１２ページ目の今回加えていただいた２０５０年に目指すべき目標と生活の

イメージというところです。私は、温暖化エネルギーは専門ですので、私自身としてはす

ばらしいと思ったのですが、一方で、五つの柱の中の２と３のことだけが書いてあります。

この二つが五つの中でも特に重要だということなのか、書きやすかったということなのか、

その辺がちょっとわかりませんでした。 

 今回は、いろいろとお世話になりました。どうもありがとうございました。 
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○西川委員 道総研の西川です。 

 改めて見せていただいて、とてもわかりやすいものになったと思いました。いろいろな

分野にまたがることで、事務局の方は本当に大変だったのではないかと思います。本当に

ご苦労さまでした。 

 私は、生物多様性担当ということで、この審議会に関わらせていただいたと思っており

ますけれども、生物多様性も非常に幅が広いものでして、生物多様性さっぽろビジョンの

策定にも関わらせていただいたこともありまして、その時のことを思い起こしながら、い

ろいろな意見を言わせていただきました。 

 なかなか幅が広いということと、勉強不足ということもあり、十分に貢献できたかどう

かを反省しつつ、今日を迎えています。 

 ３９ページですが、自然共生社会の実現の（２）のところの目標と管理指標の部分です

けれども、生物多様性に対する市民の理解度を８０％ということが具体的な目標として掲

げられています。 

 私としては、ちょっと物足りないというのが正直なところですけれども、今、ここがス

タートだと捉えさせていただきまして、生物多様性の保全はそんなに悠長な話ではないの

で、なるべく早くいろいろなことを具体化して、施策に結びつけて実行に移していだたく

ということをぜひともお願いしたいと思います。 

 いろいろと勉強させていただきました。どうもありがとうございました。 

○藤川委員 今年の４月から委員となりましたので、素案作成の一番大変なときは携わっ

ていないので、お役に立てたのかどうかと思っております。 

 ２０５０年の将来像に向けて２０３０年の姿をまず考えようというアプローチの仕方は、

とても現実的ですし、よいものだと感じておりました。 

 ただ、２０３０年はもうすぐですので、そこまでにこの計画を実現するのは相当な困難

が予想されると思います。可能な限り、うまいぐあいに市場の原理を働かせるような政策

を考えていかないと、とても無理ではないかと個人的に思っております。 

 石井委員や大沼委員からもありましたけれども、その点では、道庁との連携というのは、

非常に重要になってくるかと思いますので、頑張っていだたければと思います。 

 それから、気象台としても、こういう温暖化の情報や日々の天気予報を出しているだけ

ではなくて、気象の情報をうまく使っていただくことによって食品ロスを少なくする製造

計画とか、そういうところに役立てていただけるのではないかという取組を昨年度から始

めているところですので、協力してやっていきたいと考えております。 

 短い間でしたが、どうもありがとうございました。 

○丸山委員 丸山です。 

 計画案ということで、現在も案の状態ですので、これからもまだ動くことがあると思っ

ています。私としては、今後、一市民としてこの案にかかわっていくことができる立場に

あると思っています。残念だったと思うのは、この審議会がパブコメの後にもう一度議論
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できるというプロセスがあれば、もっと議論を深めることができたのではないかという１

点です。 

 もう一つ、今日の会議はご報告を受ける場であるという自覚はあるのですが、先ほど大

沼委員や田部委員からもご指摘があった部分について、少し詳しくご説明をしていただき

たいと思っている点が１点ありますので、述べさせていただきたいと思います。 

 １２ページです。 

 ここは、将来像ということで、キャッチコピーがあり、白丸三つで包括的な、そして主

体などを明確にした都市の将来像という記述がなされておりますが、そこに２０５０年に

目指すべき目標と生活のイメージという記載が加わった案に改編されています。ここにつ

いて質問をしたいと思います。 

 先ほどの大沼委員や田部委員の意見と重複する部分がありますが、私の感想としては、

イメージの部分が都市像の中に入るということがどうもしっくりきていないということで

す。その理由としては、ここの目標と生活のイメージが都市像というより、むしろ、この

後に述べられていく管理指標および施策の方向的内容になっているように読み取れます。 

 さらに、温暖化・エネルギー、資源循環という表現になっていて、これらと５本の柱と

の関係性というか、整合性というか、５本の柱がまたまとめられてここに出てきてこうな

っているのかどうか。先にこれが出てくるので、その辺の関連が非常に読み解きにくいの

です。先にこれが目指すべき目標ですと黒ダイヤで２本の柱的に書かれていて、そして５

本の柱が出てくるというあたりが理解しにくい構成になってしまっていないかという不安

があります。といいますか、私は理解できないでおります。 

 さらに、８０％などの数値が入っていることは理解しやすいともとれますが、それが後

ろのどこで８０％と算出されてきているのかという数字的かかわりも読み取れません。私

の理解力がないのかもしれませんが、後ろの５本の柱で合算されて８０％となっているの

であれば納得できるのですけれども、そこも理解できません。 

 さらに、資源循環のところにエコロジカル・フットプリントが参考として出ていますが、

かなり個別のものがここにぽんと出てくるということで、将来像の１２ページが何を言い

たいのか、この中の文言のどれが将来像なのか、それはここですとアンダーラインを引き

なさいと言われたときに、なかなか引きにくい状況になってしまっていないかという不安

があります。質問すると言っておきながら、不安がありますと言うのは変ですが、不安を

持たなくていいでしょうか。 

 もう少しご説明をしていただければ理解できると思っていますので、イメージを加えた

こと、そして、このように文言、内容を整理、精査された経緯についてご説明いただけな

いでしょうか。お願いいたします。 

○松田会長 これは、後から入ったものですね。では、説明をお願いします。 

○事務局（金綱環境計画課長） 先ほどの大沼委員や田部委員からのお話も含めてご説明

させていただければと思います。 
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 まず、１２ページの将来像についてのご質問です。 

 五つ柱があるうちの二つということで、目標と生活のイメージを記載させていただきま

した。ここで、新たに書き加えた経緯についてですが、ここは、あくまで２０５０年の将

来像を描いた上で、この後の各柱で２０３０年の姿というものを答申の段階では文章だけ

でご説明していたのですが、それだけですと市民の皆様が２０３０年の姿を見たときに、

全員が共通のイメージを持てるのかどうかということがございまして、なるべく定量的な

形で目標を設定できないかということで２０３０年の管理指標を加えております。 

 それを書くにあたって、２０５０年を見据えながら２０３０年の目標を示すという環境

基本計画の性格を踏まえまして、２０５０年についてもなるべく書けるところは書いたと

ころでございます。 

 先ほど、８０％削減という算出根拠が後段を見ても読み取れないというお話ではありま

したが、８０％というのは、次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市を実現

するためには、どれぐらいのレベルまで温室効果ガスを削減して、再生可能エネルギーを

普及させる必要があるかを理解いただくための数値であり、具体の施策を積み上げて出し

た数字ではありません。現行の札幌市地球温暖化対策推進計画の中でも、長期的な目標と

しては２０５０年に８０％削減と挙げておりまして、そこと整合を取っているものです。 

 再生可能エネルギーにつきましては、これまで８０％とうたってきたものはないのです

けれども、理想の姿として、それぐらい北海道の中に豊富にある再生可能エネルギーを有

効に使えるようなまちを目指していこうということで、こちらに書かせていただきました。 

 それから、５本の柱をまとめたものがこの二つになるのか、それとも、そのうちの二つ

だけがここに記載されているのかということですけれども、喫緊の課題として、温暖化対

策が待ったなしだということと、世界的に人口が増えて資源の枯渇も懸念されているとい

う中で、現在と将来の大きな違いをはっきり示しやすいものということでこちらの二つを

書かせていただいた次第です。 

 次に、公共交通の話が大沼委員からございました。 

 生活のイメージにつきまして、電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車が普及し

ているという姿は、決して、公共交通を抜きにして自動車優先ということではなく、東京

都でも燃料電池バスをオリンピックに向けて１００台導入するという話もあるように、私

どもとしては、電気自動車や燃料電池自動車は公共交通での利用も含めて考えております。

今の我々の生活と将来の２０５０年の生活とで、大きく異なってくる部分を端的に特筆し

ているとご理解いただければと思います。 

 また、田部委員から、１５ページの図１４のイメージにどのような意図があるのか分か

りづらいということでしたので、説明を補足させていただきます。 

 柱１から５の関係については、単純な並列関係ではないということを、イメージできる

ように図示したものです。 

 具体的には、１番の健康で安全な環境の中で生活できる都市がベースとしてありまして、
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その上で、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会という三つの課題に重点的に率先して

取り組んでいくことを表しています。そして、５番目の柱の環境施策の横断的、総合的な

取組は、それら全体を包括して取り組むものということで、包み込む形で枠を書かせてい

ただいております。 

 その辺の説明が分かりづらいというご指摘でしたので、例えば、概要版を作成する時に

工夫していきたいと思います。 

 パブリックコメントにつきましては、一旦、この案で市民の皆様にご意見を伺ってまい

りたいと考えておりますので、そのパブリックコメントで出された意見なども踏まえ、よ

り分かりやすくしていきたいと思います。 

 分かりづらい説明ですみません。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 環境都市推進部長の大平です。 

 ２０５０年の目標について、私から若干補足させていただきます。 

 ５本の柱とこの二つの関係は、特段の関連はなくて、持続可能な都市とは何だろうとい

うところから持ってきた目標です。持続可能もいろいろな理解の仕方があり、地球レベル

での温暖化、エネルギーの問題と資源の問題というところが、将来の子どもたちのために

我々が今から対策を進めていかなくてはいけない大きな２点ということで、まず、この二

つに絞りました。 

 温暖化、エネルギーは、先ほど話がありましたとおり、従来から計画にありますので、

その数値を使っております。再生可能エネルギーの８０％というのは、丸印の三つ目にあ

ります北海道の自然エネルギーを有効に使うということと、札幌については原発に頼らず、

再生可能エネルギーで温暖化対策を進めていくという意志も込められております。 

 それから、資源循環のほうは非常に難しく、石井委員に相談させていただいたのですけ

れども、現状、数値化ができていないですし、資源自体の把握もこれからで、どう資源が

使われて製品になっていくかというところもこれから管理されていく分野であって、その

難しいところをどうやって目標に入れていこうか大変悩みました。天然資源を大幅に抑制

されているという指標にしましたが、それ以上の定量化はなかなか難しいですし、この思

いだけでも掲げる意味があるのではないか、これに向けて一歩一歩進めていくしかないの

ではないかということでこの目標を設定させていただきました。 

 エコロジカル・フットプリントは、地球の資源が人間の活動でどれぐらい使われたか、

ここでは何個分という言い方をしていますが、９月、１０月ぐらいにこの１年間の地球上

の資源を使い果たしたという発表がこの団体からありますが、少し分かりやすくイメージ

化できないかということで書かせていただきました。この考え方、算出方法は完璧なもの

ではないですし、これだけで本当に資源のことを表せるのかなど、いろいろ議論はあると

思いますけれども、参考になると思い書かせていただいています。 

 ですから、この二つについては、持続可能な都市ということを念頭に置いて描き出した

二つの指標となっています。 
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○松田会長 丸山委員、いかがでしょうか。 

○丸山委員 ご説明をありがとうございました。理解が進みました。 

 何とかうまくできればという気持ちになっています。今、白丸の三つであらわしている

ものが、言いかえれば、タイトルになっている持続可能な都市のイメージとしてはやや抽

象的であるから具体的にしたいというお考えがあるということで、それには納得いたしま

すので、何とかうまく修正して分かりやすさが増すような都市像として記述できるよう、

私も考えたいと思いました。ありがとうございます。 

○松田会長 次に、宮本委員、お願いします。 

○宮本委員 宮本です。 

 私も、この委員をさせていただいて、本当に勉強になって、参加できてとってもよかっ

たと思います。私は、どちらかというと自然系の市民団体が多いネットワークのところと、

エネルギーチェンジをやっているので、その立場で参加させていただいたと思っています。 

 今日見させていただいて、非常に分かりやすくなったと思いますし、事務局のＳＤＧｓ

を使おうという意志が非常にいい形で入ったと思っています。最初の取ってつけた感じか

ら、社会の認知も随分上がってきたと思いますけれども、繋がっていて、いい感じになっ

たと思います。 

 感想ですが、１１ページの世界における札幌の責務と役割というのは本当に重要だと考

えています。私はエネルギービジョンもやっていたのですが、日本国はどうしてこっちに

いくのかと思うくらい、例えば、インドに原発を作るとか、火力をいっぱい作るとか、パ

リ協定では全然役に立っていないとか、国後島に風力発電を作ると言っていますね。その

辺は自然とエネルギーのかけ合いとして、なぜだというものがいっぱいあります。そうい

うところで、札幌は、北方型のよりリスクの低い再エネの入れ方とか、消費地はどうしよ

うもないので、地域のエネルギーとどう協働して消費する側ではなくて、ともに作る側に

なっていってくれるかとか、そこをもう少し欲しかったと思います。 

 札幌は消費地として、今までは選んで買うほうだったけれども、これからはお願いして

作るもらう方ではないかと思っているので、ぜひと思っています。 

 それから、自然関係ですけれども、北海道各地の外来種の問題の情報が日々入ってきて

います。農村地域のカエルの問題、いわゆる本州から来ている外来種の問題です。この間

はカマキリの巣があったとか、そういうことも温暖化とか流通の面で問題になっているの

で、日々状況が悪化しているという実感があります。 

 それから、藻岩山にここ２年で熊が３ファミリーぐらい住みついたのではないかと言わ

れています。そうなると、駆除するのか、共生するのかというところで、郊外はごみの出

し方の方法を根本的に変えなくてはいけないのではないかと思っています。本当に目の前

にある問題なので、その辺のリアリズムで、札幌市の人なら誰でも常識としてこういう対

策を持っているのを知っているというふうにしてもらいたいと思います。 

 あとは、北海道の生物多様性条例ができたときに、札幌市と教育委員会に３分でいいの
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で学校でやってくださいと言ったら、時間がなくてそういうことは全然できませんと言わ

れたので、札幌市と教育委員会には、これで札幌の子どもの基本計画は常識という教育を

どこかに入れてほしいと思います。この計画を発表するときにチ・カ・ホを上手に使って

いただいて、札幌は変わったねというイメージが目で見えるようなことをやってもらいた

いと思います。 

○村尾委員 村尾です。お疲れさまでした。 

 最初の会議の時に、いろいろな環境の問題をやってきて、次の計画に入る時には割と簡

単な問題は終わっていて、難しい問題ばかり残っていて、環境基本計画の守備範囲を超え

るようなことさえ言わなくてはいけないのがなかなか難しいという感想を持っておりまし

た。 

 今回、温室効果気体に２０５０年の数値を入れるのは非常にすばらしいのだけれども、

皆さんがおっしゃっているとおり、実際にそれを達成するには相当の力わざがないといけ

ないのと、石井委員がおっしゃったような事業者、市民の理解、その理解というのは、恐

らく時代が相当大きな変換点にあるという理解だと思います。 

 私は、ひょんなことから２０年ぐらい市内の短大でお話をしているのですが、若い人た

ちが環境に対して無関心になっていると感じます。興味がないのです。昔は、環境だから

と言って講義を受けてくれていた若い人たちが割と多かったのですが、最近は、時間割り

が合うからとか、単位が取りやすいからということに変わってきまして、受けてみたら意

外とおもしろかったですという感想が来るようになりました。そんな中で、今は、もしか

すると産業革命以来の大変革期にあるというお話をしているのですけれども、通じている

のかどうか、よくわかりません。 

 いずれにしても、社会とか経済ということで、経済はおもしろくて１年先のことを長期

と言うそうです。そういう意味で、環境の計画というのは、２０５０年みたいな非常に長

い期間の計画をしっかりと立てるという意味では非常に大事な計画になろうかと思います。

ですから、将来像を見たいという時に、まず、環境基本計画を最上位で見ていただけるよ

うにみんなで少しずつ力をつけていって、ぜひこの目標が達成できたらいいなと思ってい

ます。 

○山田委員 道庁環境政策課の山田でございます。 

 ４月から３回しか参加しておりませんので、あまり議論にも加わっておらずあまりお役

に立てていないのではないかと感じているところですが、この審議会は、キャッチフレー

ズ一つに相当な議論もありまして、多分、素案が固まるまで相当活発な議論がこの審議会

であったのではないかと推察しております。 

 そういうこともあってだと思うのですが、この計画案は、新しい考え方もかなり踏まえ

ながらも、しっかりと地に足のついた計画になっているのではないかという感想を持って

おります。 

 ２０１８年からということですが、この計画の実現に向けて道庁でも協力しながらやっ
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ていければと考えております。 

○遊佐委員 北海道地方環境事務所の遊佐です。何回出たか忘れてしまいましたけれども、

いろいろとありがとうございました。 

 ＳＤＧｓという部門について私から感想を述べさせてください。 

 これは、非常に難しい案件だなというのが第一印象です。環境省もこれについてＥＳＤ

を含めてやるということで、早いなと思いながらもかかっていかなくてはいけないと考え

ております。 

 私どもの事務所としては、これについての予算はありません。この予算はどこにあるか

というと、北海道環境パートナシップオフィスにあります。この予算をどういうふうに使

うかということで、来年度は新しく公募をしまして採択団体を決めます。その時に、継続

になるのか、新規になるのかわかりませんけれども、ＳＤＧｓに係る初期投資という部分

で少し考えたいと思っております。というのは、自治体が環境教育等促進法をもって具現

化して、それを実行していくには、お金がかかる部分があります。ですから、計画的にそ

れを執行していくということで私どもでは考えております。それで、道庁にオブザーバー

として出ていきまして、北海道をどう活性していくかという点で進めたいと思っておりま

す。 

 今回の環境教育等促進法というのは具体性があまり見えないものですので、とりあえず、

環境省も自然との共生、循環型社会、低炭素社会がある程度入っていればいいだろうと思

っていたのですが、実は、来年度からは同時解決という形で重点事項に上がってきました。

低炭素をしながら循環型社会を進めていくとか、自然との共生をしながら低炭素社会を進

めていくとか、そういう形で二つの目標を同時に実行していく、これを自治体の皆さんに

やってくれというのは非常に難しい部分がありますので、ＳＤＧｓを進めていっていただ

けるのであれば、私たちも応援できる部分については応援していきたいと思っております。 

 札幌市が最初ですけれども、その後はいくつかの市町村がＳＤＧｓについて札幌市から

教えをいただきたいという話が私のところに来ています。映像の企画会社やイベントのコ

ンサル会社も含めて、どういう形でこれに取り組んでいけばいいのかということで、私が

答えられないような質問も来ております。その中で、環境基本計画の審議会で、ある意味、

私のこれからやるべき仕事を目覚めさせてくれたということで非常に感謝しています。 

○半澤（久）副会長 半澤久でございます。私も、こういう場に参加させていただいたこ

とにまず感謝を申し上げます。基本計画はまだ続いておりますけれども、今回、まとめて

いただいて、事務局の方々が大変な努力をされたことに対しても感謝を申し上げたいと思

います。 

 内容を見せていただきますと、既にいろいろな個別の計画やビジョンがありながら、そ

のプラットホームになるような計画というのは後づけでありながら独自性を持たせるよう

なものを作ろうというと、我々もそういう意気込みを持って臨んだと思うのですが、それ

を非常に上手に最終的にまとめていただいたと思いますし、この審議会の場では、部会も
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含めて相当な議論をしていただきまして、いろいろなご意見が出たものも、私がざっと見

たところ、７割方はこの基本計画に反映していただいているのではないかと思います。 

 先ほど議論になりましたけれども、定量的な数値があちこちにちりばめられていますけ

れども、私自身は余り定量値を出さない方がいいのではないかという意見を持っておりま

した。しかし、市民の理解をいただくという上では、確かに何か具体的なものがあったほ

うがいいし、身近なものに引き寄せて理解することが環境の理解につながるのだろうとい

うことを一市民として実感しておりますので、今回、こういう形になったのは非常によか

ったと思います。 

 それから、先ほども議論になった将来像のところとその後の関連性ですけれども、これ

はむしろ、先に将来像を読んでから５本の柱を見ると、なるほど、こういう柱があるから

こういう将来像になるのかという理解をしていただけるという読み方をしました。そうい

う捉え方もあると思います。 

 いずれにしても、非常によくできた計画ではありますが、皆さん、異口同音におっしゃ

っているように、これを実現していくというのは相当な力わざといいますか、本来は心地

よく環境をよくしていこう、経済もうまく回るようにということで、先ほど三つのサーク

ルがありましたけれども、そういうものがちゃんと実現できるのが本来の姿だと思います

が、実際に実現しようとすると、市民に対しても相当な抑制を強いなければいけないこと

もありますし、私の専門である省エネルギーのところについても、市民も多少の痛みを伴

うことがあるかもしれないということを覚悟しながら、市民自身もそういうことを理解し

ていただく必要があるし、事務局あるいは行政サイドも覚悟をもって推し進めていただか

ないと、２０３０年、２０５０年の姿にはならないのではないかと思いますので、その辺

をお願いして終わりたいと思います。 

 お願いだけではなくて、我々自身がこれをウォッチし続けることも大切です。この審議

会なり、今後継続されるいろいろな審議会もあると思いますが、そういう場などで市民と

してもウォッチしていくということが必要だと思います。 

○松田会長 最後に、私から申し上げます。 

 感想ですけれども、正直に言いまして、この審議会の委員を依頼された時に、すごくび

っくりしたのです。私が今さら審議会の委員をやるなんてことは全く思いませんでしたし、

私が適しているとは全く思いませんでしたので、お断りしたのですが、どうしてもやれと

いうことでした。しかも、会長というのは本当にやりたくなかったです。私は廃棄物の関

係で３期もやりましたので、絶対やりたくないと思っていたら、またここでも会長という

ことになりました。 

 ただ、今回、正直な感想を言いますと、非常に楽しい審議会でした。何しろ、前の廃棄

物の審議会は、指名しなければ意見が出ないということで、まとめるところではなくて意

見を出してもらうのが非常に難しい会議でしたが、この審議会は、黙っていてもいくらで

も意見が出て、それをいかにまとめるかで苦労するということで、非常に楽しい審議会だ
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ったと思います。 

 先ほど山田委員がおっしゃいましたけれども、私もこの審議会の中で一番印象に残って

いるのは、キャッチコピーの次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市「環境

首都・ＳＡＰＰ‿ＲＯ」という言葉を決めるのに苦労したことです。でも、これを決められ

て本当によかったと思っております。 

 また、私は、この審議会に出るまで、ＳＤＧｓという言葉を全く知りませんでした。こ

ういう考え方があるということを、セミナーにも出て勉強させていただいて、感銘を受け

ました。日本でも札幌市がＳＤＧｓを一番最初に取り上げたというのは非常に良いことだ

と思っております。ある意味、これを旗印にして環境基本計画がどんどん進んでいってく

れればと思いますし、それに関連した人間の一人として非常にうれしく思います。 

 私は大したことはできませんでしたが、皆さんのおかげでここまで立派な基本計画がで

きたことに感謝しております。本当にありがとうございました。 

 以上で本日の議事は全て終了ですが、何かご意見などはございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ３．そ の 他 

○松田会長 最後に、次第の３番目のその他について、事務局から連絡事項などをお願い

いたします。 

○事務局（金綱環境計画課長） お配りした資料の中で、大﨑委員からご説明があればお

願いします。 

○大﨑委員 ありがとうございます。 

 二つ配らせていただいたのですけれども、一つは、ＥＳＤ活動支援センターということ

で、昨年度に遊佐委員からご説明いただいたものです。文科省と環境省でＥＳＤをさらに

全国的に進めるためのネットワークをつくっていきましょうということをしておりまして、

その拠点機能として全国８カ所にＥＳＤ活動支援センターというものができました。 

 北海道についても、ＥＰＯ北海道の中に、北海道地方ＥＳＤ活動支援センターが今年の

９月末にオープンしました。ＥＰＯは環境をメインにやっていたのですが、環境を軸にＥ

ＳＤを道内でもっと進めていきましょうというセンターになっておりますので、それを記

念してと言うとすごくおこがましいのですけれども、センター発足事業ということで、１

２月１４日にこのようなフォーラムを開催させていただきます。ＥＳＤとか開発教育です

ごくご活躍されております大津和子先生に、ＥＳＤについて振り返りをしていただいて、

その上で、いろいろな立場の方にご登壇いただいて、北海道は２０５０年に向けてどんな

学びの場を作っていくのがいいのかという熱い議論をさせていただきたいと思っておりま

すので、ご興味がありましたら、ぜひご参加いただきたいということと、周知にもご協力

いただけると大変ありがたいです。 

 以上です。 
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○遊佐委員 大﨑委員、ありがとうございます。 

 実は、この参加者がまだ十二、三名しかいなくて、皆さんにご協力をお願いしたいと思

いまして、広い会場がもう少し人で埋まらないと、話は聞こえますけれども、皆さんへの

これからの広がりが不十分になってしまいますので、お時間のある方はぜひご参加をよろ

しくお願いいたします。 

○大﨑委員 もう一点いいですか。 

 １２月９日に第２次札幌市環境基本計画の実践者向けのワークショップを開催します。

それは、１２月９日にあるきたネットのきたネットフォーラムと同時開催ということで、

いろいろな実践者が集まるのと一緒の時間帯にやらせていただいて、よりいろいろな方に

集まっていただきたいと考えております。お手元にチラシがなくて大変申しわけないので

すけれども、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思いますし、半澤（久）委員から、この審

議会でどんな熱い議論をされたのかというポイントをお話しいただきたいということで、

裏話的な話をさせていただく場を設けさせていただいています。ぜひ来ていただきたいと

思っております。 

○宮本委員 皆さんにチラシを持ってこようと思ったのですが、コピーをとってこられま

せんでした。何枚かはあるので、欲しい方には後でお渡しします。 

 これが１２月９日のチラシですけれども、エルプラザで午後１時半から４時まで、第２

次札幌市環境基本計画策定に向けた意見交換会～私たちが創る「環境首都・ＳＡＰＰ‿ＲＯ」

というワークショップをやりますので、ぜひ来ていただける方はお願いします。 

 同日の朝からフォーラムをやっていまして、今回は北海道の生物多様性を守る担い手を

作るというテーマでずっとやっています。午後の意見交換会に出ていただくと、その後、

イベントに出た人全体の交流会があります。８０人か１００人ぐらいのグループで動きな

がら交流するというものに参加していただけます。私どもは自然系が多いので、よかった

ら情報交換の場に使っていただければと思います。 

 その意見交換会は参加無料です。後で何枚か置いていきます。よろしくお願いします。 

○事務局（金綱環境計画課長） ありがとうございました。 

 事務局からの連絡の前に、この機会に情報提供やご連絡がある方はいらっしゃいません

か。 

 なければ、最後に事務局からですが、まず、委員の皆様におかれましては、これまで約

２年もの長きにわたり、この審議会で次期環境基本計画の検討を重ねていただきました。

毎回、大変貴重なご意見、また、忌憚のないご意見をたくさん頂戴いただきまして、本当

にありがとうございました。事務局一同、大変感謝してございます。この場をお借りしま

して、改めてお礼を申し上げます。 

 今後のスケジュールにつきましては、先ほど佐竹からもお話ししましたが、１２月中旬

から来年１月にかけましてパブリックコメントを行ってまいります。その上で、いただい

たご意見などを踏まえて計画案に修正なども加えた後、２月から３月ごろに策定、公表と



- 23 - 

 

いう流れで考えております。 

 委員の皆様方には、パブリックコメントを実施するときや、計画の策定の段階などで適

宜情報提供をさせていただければと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 最後に、環境都市推進部長の大平より、一言、ご挨拶申し上げます。 

○大平環境都市推進部長 本日は、本当に最後まで貴重なご意見、アドバイスをいただき、

ありがとうございます。 

 これまで第１次環境基本計画を見てきまして、個別計画が網羅されていて、ボリューム

があってたくさんのことが書いていますが、進行管理はしづらいですし、条例で定義して

いる長期的な目標や施策の方向がなかなかあらわれにくく、毎年、進行管理で苦労してい

まして、改定の時期が近づくにつれ、どうやって改定すべきなのか、いっそ計画をなくし

てしまった方がいいぐらいの考えも持っていました。 

 基本計画という名称と、条例に書いている方向性というのがどうも私の中で整合が取れ

ていませんでした。計画というのは、大体５年ぐらいのかっちりした指標を設定して、や

るべき事が羅列されているものをイメージするのですけれども、この基本計画は、どうも

そうではなくて、むしろ理念、指針のようなものが条例に規定されている。では、どうや

って作るのか、分野も広いということで、改定するのは大変だろうと思っていました。こ

の４月に着任したところ、皆さんには、非常にさまざまな分野で多くの検討をいただいて

おり、これであれば何とか条例の考え方を受け継いでしっかりした計画ができると思いな

がらも、でも細かいところを見ていくと、まだまだ整理が必要と思いながら、この数カ月、

皆さんと協力しながら作り込みをさせていただいたところです。 

 せっかくの機会ですから、いろいろな新しいことを取り入れたいということで、ＳＤＧ

ｓについて、最初は少し疑問もありながら、だんだん認知も広がっていって、取り入れる

ことができました。 

 それから、柱の名称も、従来ですと温暖化、廃棄物、多様性という言葉でしたが、今回

は、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会ということで、国もそういう名称を使ってき

ていますので、これからの表現として、非常にうまく整理できたと思っているところです。 

 それから、共生のところは、多様性から共生に変わりましたが、私は共生を広く捉えて

いまして、動植物とか自然との共生もありますが、地球との共生が大事だと思っています。

そうすると、温暖化、エネルギー、資源というところを包括して共生社会ということにな

っていくので、実は、共生社会の柱は４番目ですけれども、１と同じように全体にかかわ

るベース的な柱であると考えています。縦の繋がりにしましたので、内容的には自然、動

植物との共生という色が濃いですが、私としては、これから共生社会を目指していく持続

可能な社会というふうに考えていたところです。そういった感想を持ちながらやってきま

した。 

 今年は第１０次の審議会という節目、それから、基本計画２０年という節目、また、先
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ほど「不都合な真実２」の話もありましたが、世界全体も環境に対して待ったなしという

意識の高まりがあります。こういうタイミングで我々行政側が基本計画の策定という仕事

を担うことができたのは、本当にいいタイミングで、大変意義のあることだと思っていま

す。 

 皆さんと思いは一緒ですので、この思いを我々の中でしっかり生かして市民にも理解を

いただいて、進めていかなくてはならないと思っています。 

 来年は、環境首都宣言から１０年になります。来年はいろいろなイベントを準備してお

ります。そういった時に、基本計画の考え方、基本計画の中に書かれている将来の姿や考

え方をしっかり伝えて理解していただいて、第一歩のスタートを切っていきたいと思って

います。 

 審議会は今回で任期は終わりになりますが、皆様方にはさまざまな機会でこれからもご

協力をいただきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いしたいと思っています。 

 ２年間、どうもありがとうございました。 

 

  ４．閉  会 

○松田会長 それでは、以上をもちまして、第１０次札幌市環境審議会第８回会議を終了

いたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


